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今治市社会福祉協議会 
玉 川 支 部 

今治市玉川町大野甲８６-１ 
（今治市玉川福祉センター内） 

TEL 0898-36-8140 
 FAX 0898-36-8146 
       今治市社会福祉協議会 | 検索   １月 

12 月 1 日～12 月 31 日にかけて日本全国で「共同募金 歳末たすけあい運動」 

が行われました。玉川町では、10 月 1 日より皆様にご協力いただきました共同募金 

の 1 割を歳末たすけあい募金として活用させていただきました。新たな年を迎える 

にあたり、支援を必要とする方たちが安心して暮らせるように歳末たすけあい活動 

を行いました。 

 
第１８回玉川福祉センターまつり 

地域歳末たすけあい運動～つながり ささえあう みんなの地域づくり～ 

新年あけましておめでとうございます！！ 

本年もよろしくお願いいたします。 
本年も昨年同様、地域の皆様から愛されるよう、地域福祉活動の推進ならびに事業

に取り組んでまいります。 

本年が皆様にとりまして、より良き年でありますことを心からお祈り申し上げまし

て、新年の挨拶とさせていただきます。 

11 月８日(土)清々しい青空の中、『地域で育む子どもの未来』をテーマに玉川福祉センター

まつりが開催されました。玉川中学校のブラスバンド部のオープニングで始まり、バザーや

飲食コーナー、防災、車両展示等さまざまなブースを実施できました。皆様方のご協力によ

り、無事に福祉センターまつりが開催できましたこと、厚くお礼申しあげます。 
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この社協支部だよりは、共同募金の配分にて発行させていただいております。ご協力ありがとうございます。 

社協では、地域で活躍するボ

ランティアの方々を対象に、年

間で３５０円から保険を取り扱

っています。保険をかけていれ

ば安心してボランティア活動が

出来ますので、ぜひ相談に来て

ください。また、ボランティア

に興味のある方への情報提供も

行っております。 

生活での悩みや心配ごと全般

について相談を受けます。 

●随時受付 

8：３０～１７：３０ 

月～金（土・日・祝日除く） 

●問い合わせ先 

 今治市社会福祉協議会 

 玉川支部 

在宅で介護をされている家族等の情報交換や交流を通して心身のリフレッシュを図ることを目

的としています。お気軽にご参加ください。 

   ●日時     令和８年１月１６日（金） １３時０0 分～１４時３０分  

   ●内容     アロマクラフト作り・参加者同士での交流 

   ●場所     玉川福祉センター２階 多目的ホール 

   ●参加費    無料  

   ●問い合わせ・申込先 

今治市社会福祉協議会玉川支部 TEL36-8140 FAX36-8146 担当/武智まで 

 

玉川福祉センター内ロビーに

てサロン開催中 !!サロンの皆さ

んとのお話やレク、悩み事相談、

折り紙、編み物等、皆さまのご希

望に合わせた内容になっていま

す。 

１月１３日、２月３日 10:00∼ 

サロン登録料 100 円 

誰でも参加 OK 

 

小学生１８名、中学生４名、総勢２２名のジュニ

アボランティアが、福祉センターまつりの各ブー

スにて、元気よく活動をしました。次世代を担う

子どもたちが、今後も活躍して地域の担い手にな

ってくれることを期待しています。 

 

 

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金等の特例
貸付」償還（返すこと）の相談について 

まるたまの会 ～玉川地域在宅介護者の会～ 
 

たまっこ 
  らんど 
プチ 情 報 

１２月５日（金）に「クリスマス会」を開催しま
した。子供たちは、サンタやトナカイの衣装で来
てれました。クリスマスにちなんだ工作やサンタ
さんと一緒にクリスマスソングを歌って気分は

一足早いクリスマスを楽しんでおられました。 

１月１３日(火)ハイハイレースを開催予定で

す。子供さん・孫・ひ孫へお声かけください。参

加待ってま～す。 

償還（返すこと）が難しいときは相談をお受けしています。 

生活の状況などをお聞きして、償還猶予（返すことを待ってもらう） 
や償還月額変更等のご案内ができることがあります。お気軽にご相談 
ください。 


